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【資料１】佐賀県における消費生活相談の状況 

 

（１）相談件数の推移等 

 

 〇 県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談件数は、全国的に架空請求が急増

した平成１６年度をピークに年々減少、平成２５年度から平成２６年度、及び

平成２９年度にかけて上昇傾向が見られましたが、平成３０年度は約 7,400 件

と過去、最少となりました。 

 〇 平成３０年度は不当・架空請求の相談件数が大きく減少、全体の相談件数が

減少する要因となりました。 

 〇 フリーローン・サラ金については平成 27 年度から減少傾向にありましたが、

平成３０年から増加に転じています。 

  

 

【図表１ 県内の消費生活相談の推移】 
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（２）年代別相談割合の推移 

 

〇 県内の消費生活相談窓口に寄せられた年代別相談の割合は、６０歳以上の割

合が年々上昇し、平成３０年度では４７％を超えています。 

〇 また平成３０年度は、２０歳未満を除き、全ての年代で相談件数が減少し、

特に３０歳代については、前年比 20％以上の減となりました。 

 

【図表２ 県内の消費生活相談の年代別割合の推移】 
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（３）高齢者の相談割合 

   

  県内の７０歳以上の人口割合は年々増加、６０歳代はほぼ横ばいと高齢化が 

進んでいます。この人口割合と相談割合を比較したところ、最近は７０歳以上、 

６０歳代どちらも、相談割合が人口割合を上回っています。 

 

【図表３ ６０歳代及び７０歳以上の年度別相談割合と人口割合の推移】 

 

・契約当事者が 60 歳代又は 70 歳以上の消費生活相談件数が、全体の相談件数に占める割合。 

・総務省人口推計（各年 10 月 1 日現在）における各年代の人口割合 

 

 

（４）商品・サービス別相談件数 

   

  平成３０年度の相談内容を年代別に見ると、２０代未満及び５０代以上の年

代において「不当・架空請求」が、２０代から４０代までは「フリーローン・

サラ金」が１位となっています。次いで２位は、２０代未満は「化粧品」、２０

代から４０代は「不当・架空請求」、５０代から６０代は「フリーローン・サラ

金」、７０代以上は「健康食品」となっています。 
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【図表４ 年代別（商品・サービス）相談件数】       （平成３０年度上位５位） 
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【資料２】消費生活に関する県民アンケート 

  

消費生活に関する県民の意識や消費者トラブルの実態等を把握するため、令和元年

１０月に「消費生活に関する県民アンケート」を実施しました。県内に居住する満２

０歳以上の男女５００人から回答を得ました。 

 

（１）消費者問題への関心度 

 

【図表５ 消費者問題への関心度】 
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（２）関心のある消費者問題 

 

【図表６ 関心のある消費者問題】 
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１偽装表示など食品の安全に関する問題 

２商品の欠陥等により生じる事故 

３強引な勧誘や訪問販売等の悪徳商法 

４サラ金等による多重債務問題 

５インターネット取引でのトラブル 

６架空請求や不当請求 

７投資などの金融商品や融資に関する問題 

８省エネや食品ロスなど環境問題 

９成年年齢引き下げに伴うトラブルの増加 

10 その他 
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〇 個別の消費者問題への関心度について聞いたところ、関心度が高い順に、「イン

ターネット取引でのトラブル」（58.4％）、「架空請求や不当請求」（40.4％）、「食

中毒事故など食品の安全に関する問題」（39.8％）となっています。 

〇 一方、最も関心が低いのは「成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルの増加」

（12.6％）であり、ほかの消費者問題に比べてかなり低くなっています。 

 

 

（３）消費者トラブルにあった時の相談先 

 

【図表７ 消費者トラブルの有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表８ 消費者トラブルにあった時の相談先】 
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２商品やサービスの提供元（メーカー等）

３商品やサービスの販売者（販売店,代理店）

４市町の消費生活相談窓口

５県消費生活センター

６弁護士や司法書士

７国民生活センター

８警察

９その他加

10誰にも相談しなかった

〇 過去 1 年間における消費者トラブルの経験が「ある」と答えた 41 人のうち、

性年代別に見ると、男性の 30 代（16.1％）及び女性の 20 代（12.0％）がトラ

ブルにあった割合が高くなっています。 

〇 職種別では、公務員、専業主婦、自営業が他の職業に比べて、トラブルが多

くなっています。 
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（４）誰にも相談しなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）誰にも相談しなかった理由 

 

【図表９ 誰にも相談しなかった理由】 
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〇 過去 1 年間における消費者トラブルの経験が「ある」と答えた 41 人に、そ

の際に相談したり、伝えた相手を聞いたところ、「家族、知人、同僚など身近

な人」が 46.3％（前回 42.2％）と最も高く、次いで「商品・サービスの提供

元であるメーカーなどの事業者」が 29.4％、「商品・サービスの勧誘や販売を

行う販売店や代理店など」「県消費生活センター」がそれぞれ 14.6％の順とな

っています。 

〇 「誰にも相談したり、伝えたりしなかった」は 14.8％（前回 22.8％）と、

前回に比べて、その割合が低くなっています。 

〇 消費者トラブルの際に「誰にも相談したり、伝えたりしなかった」とした６

人に、相談したり、伝えたりしなかった理由について聞いたところ、「相談し

ても仕方がないと思った」が 66.7％（前回 56.1％）、「相談するほどのトラブ

ルではなかった」が 50.0％など、となっています。 

１相談しても仕方がないと思った 

２自分にも責任があると思った 

３相談するほどのトラブルではなかった 

４どこに相談すればいいか分からなかった 

５自分で解決できると思った 

６忙しく時間がなかった 

７気まずい思いをしたりするのが嫌だった 

８恥ずかしいので誰にも言えなかった 

９相談できる適切な相手がいなかった 

10 被害にあったことに気づいていなかった

11 その他 
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（５）消費者教育の経験の有無 

 

【図表 10 消費者教育の経験の有無】 

 

 

 

 

 

 

【図表 11 男女別・年齢別・消費者教育の経験の有無】 

    ỳ ּט

 ךּ 

 500  20.4  79.6  

 
 250  23.6  76.4  

 250  17.2  82.8  

 

20  88 33.0  67.0  

30  112  22.3  77.7  

40  100  12.0  88.0  

50  100  16.0  84.0  

60  100  20.0  80.0  

 

 20  38 44.7  55.3  

 30  62 25.8  74.2  

 40  50 10.0  90.0  

 50  50 16.0  84.0  

 60  50 26.0  74.0  

 20  50 24.0  76.0  

 30  50 18.0  82.0  

 40  50 14.0  86.0  

 50  50 16.0  84.0  

 60  50 14.0  86.0  

 

20.4 79.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

〇 学校、地域、職場などで消費者教育・啓発（授業、講義、出前講座など）を

受けたことがあるか聞いたところ、「ある」が 20.4％（前回 13.2％）、「ない」

が 79.6％（前回 82.9％）となっています。 

〇 消費者教育の経験があると答えた

102 名について、年齢別にみると、

「20 代（33.0％）」及び「30 代

（22.3％）」が高くなっています。一

方、「40 代」「50 代」は 10％台と低

くなっています。 

〇 性別でみると、男性より女性の方

が６％ほど低くなっています。特に

40 代及び 60 代以上は 14％となって

います。 
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（６）消費者教育に参加した機会 

 

【図表 12 消費者教育に参加した機会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）消費者教育に参加したことがない理由 

 

【図表 13 消費者教育に参加したことがない理由】 
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４小中高での授業（家庭科・社会科等）

５小中高の課外・特別授業・見学等

６大学・専門学校などの講義

７大学・専門学校等のオリエンテーション

８その他
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１開催されていることを知らなかった

２忙しくて時間がない

３参加することが面倒

４日程・場所が合わない

５テーマに興味・関心が沸かない

６知識があるから参加する必要がない

７その他

〇 消費者教育への参加経験が「ある」とした 102 人に、どのような機会に受けたか聞

いたところ、「職場での講習会・勉強会等」が 47.1％（前回 18.7％）と最も高く、次い

で「県及び市町主催の講演会・勉強会等」が 24.5％、「地域（町内会や老人会等）での

講習会・勉強会等」が 20.6％、となっています。 

〇 消費者教育・啓発への参加経験が「ない」とした 398 人に参加したことがない

理由について聞いたところ、講座や催しが「開催されていることを知らなかった」

が 56.0％（前回 42.3％）と最も高く、次いで「日程・場所が合わない」が 20.9％、

「忙しく時間がない」が 20.4％の順となっています。 
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（８）未成年者取消権について 

 

【図表 13 未成年者取消権に関する理解度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）成年年齢引き下げについて 

 

【図表 14 成年年齢引き下げに関する理解度】 
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〇 未成年者取消権については、「内容について詳しくは知らないが、聞いたことが

ある」「内容についても理解している」人の割合は 63.4％となっています。 

〇 「聞いたことがない（知らない）」と答えた人の割合は 20 代が 44.3％と、他の

年代に比べると高くなっています。 

 

〇 成年年齢引き下げについては、「内容について詳しくは知らないが、聞いたこ

とがある」「内容についても理解している」人の割合は 77.0％となっています 

〇 「聞いたことがない（知らない）」と答えた人の割合は 20 代（29.5％）と 50

代（28.0％）が、他の年代に比べると高くなっています。 

〇 それを知ったきっかけとしては「テレビ」「インターネット」「新聞」の割合

が高くなっています。 
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【図表 15 成年年齢引き下げについて知ったきっかけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）エシカル消費について 

 

【図表 16 エシカル消費に関する理解度】 
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〇 エシカル消費については、未成年者取消権や成年年齢引き下げに比べると、「聞

いたことがない」人の割合が 80.0％と、非常に高くなっています。 

 

※エシカル消費 

  人や社会、地域環境、地域のことを考慮して作られたモノを購入・消費  

 

 

〇 成年年齢引き下げについて、知ったきっかけとしては「テレビ」「インター

ネット」「新聞」の割合が高くなっています。 

〇 年代別にみると、「テレビ」は全年代で 1 位、「インターネット」は 40 代以

下で第 1 位、「新聞」は 50 代以上で第 2 位となっています。 
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（１１）消費者教育・啓発に関する自由意見 

     回答した 500 名のうち 156 名（約 3 割）が意見を記入。主な意見は以下の

とおりです。 

 

   ・消費者教育を知らない人が多いと思う 

   ・よく知ればためになる内容でも、最初に「自分には関係ない」と思ってスル

ーしてしまうことも多いので、もっと身近に感じられるような PR やアプロ

ーチがあればと思う。 

   ・知識がないことが一番怖いことなので、学ぶ機会が必要 

   ・スマホ等の利用による未成年者のトラブル被害についての教育・啓蒙が 

    不足 

   ・高等学校の家庭科で必ず指導することになっているので、心配はしていない。 

   ・社会に出てから困らないように、学校現場での教育がもっと求められる 

   ・経済、金融、投資など小学生から義務教育で教えるべき 

   ・高校、大学の時に教育すべき 

   ・未成年のうちから、もっと学ぶ機会が必要、社会に出てからでは遅い 
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【資料 3】消費者教育に関する教員アンケート（中学校） 

 

回答者の属性            

 家庭科 社会科 その他 計 

配布数 182 250    － 432 

回答数  67  155    7 229 

回収率  36.8%   62.0%   53.0% 

 

〇 勤務年数 

20 30 26.8 30

21.5 10 20 20.2  

 

 

 

〇 主たる担当教科 

消費者教育を行っている教員の主たる担当教科は、家庭科が 30.5％、社会科が

68.1％となっています。その他は、教科を受け持っていない教員（教頭等）と推測

されます。 

５年未満, 

15.8%

５年～10年未満, 

15.4%

10～20年未満, 

20.2%

20～30年未満, 

26.8%

30年以上, 

21.5%

不明, 

0.4%
勤務年数

５年未満

５年～10年未満

10～20年未満

20～30年未満

30年以上

不明

ˢn˹228ˣ
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（１） 授業での時間数（年間） 

担当教科で、消費者教育にあてた時間数（年間）は、授業時間数で、「２時間」

（15.4％）が最も多く、以下「３時間」（14.5％）、「５時間」（10.5％）と続いて

います。なお、不明は、時間数 0を含んでいるものと推測されます。 

 

 

 

（２） 消費者教育への関心度 

「消費者教育」への関心度は、「関心ある」（37.3％）、「やや関心ある」（45.2％）

と、８割を超える教員が関心を持っていることが分かります。 

家庭科

30.5％

社会科

68.1％

その他 １.4％

教 科

１ 家庭科、技術・家庭科

２ 社会科

３ その他

ˢn˹228ˣ
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14.7%

0%

2%

4%
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12%

14%

16%

18%

消費者教育を行った時間数（年間）
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（２）① 経験年数別の関心度 

この「消費者教育」への関心度を、経験年数でみると、２０年以上や３０ 

年以上と経験年数が長い教員の方が、関心が高いことがうかがえます。 

 

 

 

（２）② 教科別の関心度 

教科でみると、割合としては、家庭科の教員の方が高い関心度を示されて

います。 

37.3%

45.2%

15.8%

0.4% 1.3%
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30%

40%

50%

１ 関心がある ２ やや関心がある ３ どちらともいえ

ない

４ あまり関心がな

い

５ 関心がない

消費者教育への関心度

12
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23
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27

176 6

9
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9
11

1

1
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10
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70

5年未満 5～10 10～20 20～30 30年以上

経験年数別の関心度

１ 関心がある ２ やや関心がある ３ どちらともいえない

４ あまり関心がない ５ 関心がない

ˢn˹227ˣ
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( 3)  消費者教育を行うに当たり利用したことのある機関・団体 

消費者教育を行うに当たって、利用したことのある機関・団体を尋ねたところ、

「特にない」（77.7%）が最も多く、一番多く利用した機関とされる、県・県消費生

活センターでも 12.5％にとどまっています。 

 

 

 

（４） 消費者教育を推進するに当たっての課題 

消費者教育を推進するに当たっての課題を尋ねたところ、「活用できる教材 

が少ない」（57.9％）が最も多く、以下、「他の優先課題がある」（52.2％）、「ど

36

48

27

72

4

4

31 1

3
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90%

100%

家庭科
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社会科
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教科別の関心度
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３ どちらともいえない

２ やや関心がある

１ 関心がある
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のような取組をしてよいかわからない」（48.7％）と続いています。 

 

（５） 学校で「消費者教育」を推進するために必要と考えるもの 

学校において消費者教育を推進するためにため必要と考えるものを尋ねた

ところ、「生徒向けの教材の配布」（76.0％）が最も多く、以下、「実践事例の紹

介」（72.0％）、「被害の最新情報の定期的な提供」（46.7％）と続いています。 

 

 

( 6)  どういう内容の消費者教育に力を入れたいと思うか 

どういう内容の消費者教育に力を入れたいと思うかを尋ねたところ、「消費者ト

ラブル・悪質商法」（60.9％）が最も多く、以下、「インターネット通販・オンライ

9.2%

15.8%

52.2%

40.8%

11.0%

57.9%

41.2%

48.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

８ その他

７ 特に課題はない

６ 他の優先課題がある

５ 研修の機会が少ない

４ 予算がない

３ 活用できる教材が少ない

２ 人材の情報が得られない

１ どのような取組をしてよいかわからない

今後の取組・課題等 ˢn˹228ˣ

3.1%

2.7%

26.2%

28.9%

8.0%

27.6%

76.0%

46.7%

72.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

９ 特にない

８ その他

７ 授業展開例の提示

６ 教員に対する研修

５ 消費者団体との意見交換の機会の提供

４ 出前講座、講師の紹介

３ 生徒向けの教材の配布

２ 被害の最新情報の定期的な提供

１ 実践事例の紹介

学校で「消費者教育」を推進するために必要と考えるもの ˢn˹225ˣ
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ンゲールなどのトラブル」（50.7％）、「クレジットカードの仕組み」（39.6％）と続 

いています。 

 

 

（７） 生徒に消費者教育でどのような力を身に付けさせたいか 

生徒に消費者教育でどのような力を身に付けさせたいかを尋ねたところ、

「消費者トラブルに巻き込まれない判断力」（81.8％）が最も多く、以下、「バ  

ランスの取れた消費ができる判断力」（63.6％）、「商品を選択できる能力」

（54.2％）と続いています。 

 

 

0.4%

7.6%

6.2%

13.8%

12.4%

50.7%

18.2%

16.0%
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11 多重債務・家計管理
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８ 生活設計・ライフプラン

７ インターネット通販・オンラインゲームな…

６ クーリング・オフ制度

５ 契約とは何か

４ クレジットカードの仕組み

３ 消費者トラブル・悪質商法

２ 携帯電話・すまほ・インターネットの使い方

１ お金の大切さ、役割等

どういう内容の「消費者教育」に力を入れたいか ˢn˹225ˣ
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８ 新しい情報を入手する情報収集力
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５ 契約書、商品説明書等の理解力

４ 消費者トラブルを解決できる交渉力

３ 消費者トラブルに巻き込まれない判断力

２ バランスの取れた消費ができる判断力

１ 商品を選択できる能力
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【資料 3】消費者教育に関する教員アンケート（高等学校） 

 

回答者の属性            

 家庭科 社会科 その他 計 

配布数 124 222    － 346 

回答数  68  113    9 190 

回収率  54.8%   50.9%   54.9% 

 

〇 勤務年数 

家庭科と社会科の教員の勤務年数では、20～30年未満（37.2％）が最も多く、以

下、10～20年未満（22.0％）、30年以上（19.4％」、と続いています。 

 

 

〇 主たる担当教科 

消費者教育を行っている教員の主たる担当教科は、家庭科が 35.6％、社会科が

59.2％となっている。その他は、教科を受け持っていない教員（教頭等）と推測さ

れます。 

 

11.5%

9.4%

22.0%

37.2%

19.4%

0.5%
勤務年数

５年未満

５年～10年未満

10～20年未満

20～30年未満

30年以上

不明

ˢn˹190ˣ
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4.2%

教 科

１ 家庭科、技術・家庭科

２ 社会科

３ その他
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（１） 授業での時間数（年間） 

担当教科で、消費者教育にあてた時間数（年間）は、授業時間数で、「２時

間」（16.2％）が最も多く、以下「1時間」（15.2％）、「4時間」（10.5％）と続

いています。なお、不明は、時間数０を含んでいるものと推測されます。 

 

 

 

（２） 消費者教育への関心度 

「消費者教育」への関心度は、「関心ある」（37.3％）、「やや関心ある」（44.5％）

と、８割を超える教員が関心を持っていることが分かります。 
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38.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

消費者教育を行った時間数（年間） ˢn˹190ˣ
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ない
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消費者教育への関心度
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（２）① 経験年数別の関心度 

この「消費者教育」への関心度を、経験年数でみると、２０～３０年、１０

～２０年、３０年以上と経験年数が長い教員の方が、関心が高いことがうかが

えます。 

 

 

（２）② 教科別の関心度 

教科でみると、家庭科の教員の方が、高い関心度を示されています。 
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（３） 消費者教育を行うに当たり利用したことのある機関・団体 

消費者教育を行うに当たって、利用したことのある機関・団体を尋ねたとこ

ろ、「特にない」（68. 6%）が最も多く、一番多く利用した機関とされる、県・県

消費生活センターでも 17.3％にとどまっています。 

 

 

 

（４） 消費者教育を推進するに当たっての課題 

消費者教育を推進するに当たっての課題を尋ねたところ、「他の優先課題が 

ある」（58.0％）が最も多く、以下、「活用できる教材が少ない」（49.5％）、「ど

のような取組をしてよいかわからない」（48.9％）と続いています。 
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（５） 学校で「消費者教育」を推進するために必要と考えるもの 

学校において消費者教育を推進するためにため必要と考えるものを尋ねた 

ところ、「生徒向けの教材の配布」（66.5％）が最も多く、以下、「実践事例の紹

介」（66.0％）、「被害の最新情報の定期的な提供」（62.8％）と続いています。 

 

 

（６） どういう内容の消費者教育に力を入れたいと思うか 

どういう内容の消費者教育に力を入れたいと思うかを尋ねたところ、「消費 

者トラブル・悪質商法」（59.6％）が最も多く、以下、「クレジットカードの仕

組み」（45.7％）「インターネット通販・オンラインゲール」（40.4％）と続いて 

います。 
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1.6%

13.8%

8.5%

12.2%

19.1%

40.4%

9.6%

28.2%

45.7%

59.6%

37.2%

20.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

12 その他

11 多重債務・家計管理

10 金融商品と消費者保護

９ 金融・経済の基礎知識

８ 生活設計・ライフプラン

７ インターネット通販・オンラインゲームな…

６ クーリング・オフ制度

５ 契約とは何か

４ クレジットカードの仕組み

３ 消費者トラブル・悪質商法

２ 携帯電話・すまほ・インターネットの使い方

１ お金の大切さ、役割等

どういう内容の「消費者教育」に力を入れたいかˢn˹188ˣ



25 

 

（７） 生徒に消費者教育でどのような力を身に付けさせたいか 

生徒に消費者教育でどのような力を身に付けさせたいかを尋ねたところ、 

「消費者トラブルに巻き込まれない判断力」（78.7％）が最も多く、以下、「バ

ランスの取れた消費ができる判断力」（59.0％）、「商品を選択できる能力」

（43.1％）と続いています。 
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【資料４】佐賀県消費者教育推進計画の取組（平成 28年～平成 30年） 
 

  取組内容  取組実績 評価・課題 

1 様々な場所における消費者教育の実施 

（１） 

幼稚園

等、小

学校・

中学

校・高

等学

校・特

別支援

学校 

幼児期における

消費者教育の推

進 

教材に関する情報や

教材の提供 

①教材を提供した件数 

  H28：― H29：―  H30：― 【評価】 

・幼児向け事故に関

する情報提供を実施 

【課題】 

・幼稚園等との連携

が取れていない。 
 

乳幼児の事故及び事

故防止に関する情報

の提供 

②市町へ情報提供した件数 

 H28：3 H29：4  H30：2  

危険な場所、危険な

遊び方等をしないこ

との教育の支援 

③支援をした件数 

  H28：― H29：―  H30：― 

学習指導要領に

基づく消費者教

育の推進 

小・中・高等学校の

各教科等において消

費者教育を推進 

④出前講座の講師派遣件数 

H28：30 H29：28  H30：41 
【評価】 

・出前講座の回数及

び受講人数は増加 

【課題】 

・講師派遣する学校

を増えているものの

普通高、工業高、私

立高は少ない 

・事業所や学校への

DVD貸出が少ない 
 

外部講師や DVD等の

消費者教育の教材の

活用を促進 

⑤DVDの貸出件数 

H28：80 H29：57  H30：54 

児童の発達段階に応

じ実践的な態度を育

てる消費者教育が行

われるよう啓発する 

⑥啓発した件数 

  H28：― H29：―  H30：― 

卒業前の高校生

を対象とした講

座の実施 

卒業前の高校生に対

し、消費者トラブル

に関する事例や対処

法を紹介する講座を

実施 

⑦高校 3 年生への出前講座の

件数 

（上記出前講座講師派遣件数の内数） 

H28：15 H29：12  H30：30 

【評価】 

・件数は増加 

【課題】 

・実施校は全体の

1/3 程度 
 

佐賀県金融広報

委員会との連携 

小・中・高等学校等

への金融広報アドバ

イザーの派遣 

⑧金融広報アドバイザーの派

遣件数 

H28：19 H29：14  H30：27 

【評価】 

・金融広報委員会と

はうまく連携が取れ

ている 

【課題】 

金融・金銭教育研究

校の委嘱 

⑨委嘱した研究校数 

 H28：2 H29：2  H30：1 
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研究校による公開授

業等により教育関係

者等の消費者教育へ

の理解を促進 

⑩公開授業の実施状況 

   H28：-  H29：1  H30：-  

・金融教育に積極的

に取り組む学校が少

ない 

（２） 

大学・

専門学

校等 

大学・専門学校

等に対する情報

の提供等 

学校に最新情報を提

供する 

⑪ゼミへの参加回数 

  H28：-  H29：2  H30：6 

【評価】 

・定期的に大学生と

の意見交換を実施 

【課題】 

・未派遣学校も多い 
 

講師の派遣や資料の

提供などを行う 

⑫講師派遣 

  H28：1 H29：1  H30：4 

（３） 

地域社

会にお

ける消

費者教

育の推

進 

県消費生活セン

ターにおける消

費者教育の拠点

化 

消費者教育教材の作

成・収集や貸し出し

を行う 

⑬DVD等の貸出状況（⑤に同じ） 

  H28：80 H29：57  H30：54 
【評価】 

・教材の貸出等を実施 

【課題】 

・消費者教育の拠点

化までには至ってい

ない 
 

ホームページ等によ

り消費者団体や事業

者団体等が行う消費

者教育の活動を紹介 

⑭補助事業での消費者団体の

活動状況 

  H28：-  H29：-   H30：-  

高齢者や障がい

者等の地域見守

りネットワーク

の構築等 

行政、警察、自治

会、民生委員等から

なる地域見守りネッ

トワークの構築を推

進 

⑮行政、警察、自治会、民生

委員等からなる地域見守りネ

ットワークの構築実績 

  H28：-  H29：-   H30：-  

【評価】 

・民生委員等への出

前講座を実施 

【課題】 

・相談内容によって

関係機関への繋ぎは

行っているものの、

地域見守りネットワ

ークの構築までには

至っていない 
 

福祉関係者、消費者

団体、事業者等に対

し消費生活の見守り

研修や情報提供を行

う 

⑯民生委員等への出前講座開

催件数 

 H28：8 H29：6  H30：3 

街頭キャンペー

ンの展開 

春、夏の街頭キャン

ペーン等シーズンに

合わせた啓発活動を

展開 

⑰キャンペーンの実施回数 

  H28：4 H29：3  H30：3  
【評価】 

・街頭キャンペーン

等の啓発活動は毎年

実施 

【課題】 

・イベント関係は効

果測定が難しい 
 

市町等との連携 市町が主催するイベ

ント等に消費生活相

談員や金融広報アド

バイザーを派遣 

⑱イベントでの出前講座件数 

  H28：-  H29：1  H30：-  

消費者団体等へ

の支援 

消費者トラブル未然

防止講座や消費者教

育用の教材作成支援 

⑲作成された教材件数 

  H28：1 H29：2  H30：2 

【評価】 

・活動中の関係団体

への支援を実施 
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事業者に対する申し

入れや差し止め請求

の活動支援 

⑳申し入れ、差し止め件数 

  H28：5 H29：2  H30：5 
 

【課題】 

・活動する消費者団

体数が少ない 
 

消費生活フェア

等のイベントの

開催 

関係団体等と協力し

消費生活フェアを開

催 

㉑消費生活フェア開催回数 

  H28：3 H29：3  H30：3 

【評価】 

・例年開催 

【課題】 

・他の自治体の協力

が得られていない 

金融学習グルー

プ等に対する支

援 

金融学習グループの

自主学習、実践活動

への支援 

㉒金融学習グループの活動状

況 

  H28：2 H29：1  H30：0 

【評価】 

・H29まで支援 

【課題】 

・現在、活動中止中 
 

製品等の安全に

関する普及啓発

の実施 

安全を害するおそれ

がある情報を収集

し、HPに掲載、市

町等を通じ注意喚起 

㉓安全情報の情報提供件数 

  H28：10 H29：21  H30：30 
 

【評価】 

・市町に情報提供中 

【課題】 

・市町の住民まで届

いているか未確認 
 

（４） 

家庭に

おける

消費者

教育の

推進 

幼児教育の推進 保護者を通して一緒に

考え幼児が分かりやす

く興味を引くような教

材の作成、提供 

㉔教材を作成、提供した件数 

  H28：― H29：―  H30：― 

【評価】 

・対応できていない 

【課題】 

・幼稚園等との連携

が取れていない 

夏休み親子セミ

ナーの開催 

お金の大切さや機

能、日銀や銀行の役

割などを学ぶ親子セ

ミナーを開催し、家

庭での金銭教育の機

会を提供 

㉕親子セミナーの開催状況 

  H28：1 H29：3  H30：2 

【評価】 

・毎年、複数個所で

開催 

【課題】 

・事業実施に関し、

会員間で濃淡がある 

教材の提供等 ハンドブック、パン

フレットの提供、消

費者・金融・金銭教

育に係るサイト情報

を HPで案内 

㉖HPの掲載件数 

  H28：4 H29：6  H30：4 

【評価】 

・情報を HPや地元紙

で情報発信中 

【課題】 

・情報を発信はして

いるものの、それが

各家庭で読まれてい

るのか不明 

 

 
 

地元紙が発行する小

中学生向けの媒体

に、お金に関する記

事を提供 

㉗記事掲載件数 

  H28：-  H29：-   H30：12 
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（５） 

職域に

おける

消費者

教育の

推進 

事業者への消費

者教育の支援 

従業員教育を行う場合

の助言、資材の貸出 

㉘企業への出前講座件数 

  H28：1 H29：2  H30：1  

【評価】 

・数件ではあるが実

績あり。 

【課題】 

・取組が不十分、労

働部門との連携が必

須。、 
 

消費者教育の必要性につ

いて企業に紹介し、取り

組みを働きかける 

㉙企業に紹介した件数 

  H28：― H29：―  H30：― 

知的障がい者雇

用事業所等への

要請 

事業所に対し、知的障が

い者が相談できるような

体制をとるように要請 

㉚事業所に要請した件数 

  H28：― H29：―  H30：― 

【評価】 

・実施できていない 

【課題】 

・労働及び福祉部門

との連携が必須  

県職員に対する

消費者教育の実

施 

全職員に e- ラーニ

ングシステムを活用

した消費者教育に関

する研修の実施 

㉛職員研修の実施回数 

  H28：-  H29：1  H30：-  

【評価】 

・H29 に実施 

【課題】 

・毎年実施できてい

ない 

２ 消費者教育・啓発の人材（担い手）育成 

小・中・高。特別支援学

校等教員対象セミナーの

充実 

  

教育センターと連携

し、消費者教育を担

う教員を対象に研修

会を実施 

㉜教員セミナーの開催件数 

  H28：1 H29：1  H30：1 
【評価】 

・研修会は実施 

【課題】 

・国民生活センター

等での研修を案内し

ても、参加なし。 
 

国民生活センター等

での教職員向け研修

参加を支援 

㉝研修参加を支援した件数 

 H28：― H29：―  H30：― 

大学・専門学校等におけ

る教職員の指導力の向上 

  

学生支援・学生相談

を担当する教職員に

対する研修に関し講

師派遣等を支援 

㉞教員セミナーの開催件数 

 H28：― H29：―  H30：― 

【評価】 

・ 

【課題】 

・ニーズがない 

地域の消費者教育の担い

手に対する研修の実施 

  

公民館や学校等で消費

者教育を行う消費生活

相談員等に対しレベル

アップ研修会を開催 

㉟レベルアップ研修の開催件

数 

  H28：5 H29：5  H30：4  

【評価】 

・開催できている 

【課題】 

・新たな人材確保 
 

公民館活動に対する情報

提供 

  

消費者教育に関する

情報や被害情報、リ

コール情報等を市町

を通じて提供 

㊱市町へ情報提供した件数 

（安全安心だより, 県ホームページ掲

載, 市町消費者行政担当課への情報提

供） 

  H28：14 H29：25  H30：70 

【評価】 

・情報提供中 

【課題】 

・ 
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